
教科用図書の採択の流れ 
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採択のしくみは、国の法令

により定められており、大

阪府教育委員会の指導・助

言を受けて行います。 

教科用図書の採択については、 

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法

律」により大阪府内の採択地区が設定され、本市は一市

のみの採択地区となっています。 

採択権者である堺市教育委員会

は、選定委員会を設置し、選定

委員会の意見、ならびに教育委

員独自の研究をもとに、協議を

経て採択の決定を行います。 

選定委員会は、調査員からの調

査研究の報告について様々な観

点からの検討を加え、教育委員

会に対して意見を述べます。 

調査員は市教育委員会が定め

た採択基本方針に基づいて、文

部科学省作成の「教科書目録」

に登載されている教科用図書を

調査研究します。 

調査員は調査研究した内容につ

いて、調査報告書をもとに、選

定委員会に報告します。 


